
1982年出上の木衛

な
が

は
ら

ひ
が
し

栃
木
。
長
原
東
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
栃
木
県
栃
木
市
田
村
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二
年

（昭
５７
）
七
月
ぞ
八
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
栃
木
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
ノ
井
清
人

５
　
泣退
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
ぞ
平
安
時
代

７
　
】退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

長
原
東
遺
跡
は
、
栃
木
市
の
東
方
を
南
流
す
る
思
川
の
右
岸
沖
積
低
地
上
に

位
置
す
る
集
落
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
本
遺
跡
の
南
東
約

一
ｋｍ
の
位
置
に
は
下
野

盆
軒
鞘
剤
卸
斗
洋
伊
儡
興
端担ゝ
浪
　
国
府
政
庁
跡
が
所
在
す
る
。

拡
張
工
事
に
先
が
け
た
緊
急
調

査
で
あ
る
。

検
出
遺
構
は
、
八
世
紀
中
葉

か
ら

一
〇
世
紀
に
及
ぶ
も
の
で

あ
り
、
竪
穴
住
居
跡

一
二
軒

・

井
戸
跡
四
基

。
土
羨
二
〇
基
等

で
あ
る
。

出
土
遺
物
は
、
土
師
器

。
須
恵
器

・
灰
釉
陶
器

・
瓦

・
鉄
製
品

（鎌
）
の
他
、

木
簡

・
井
戸
枠

・
木
器

（曲
物
及
び
底
板
。
木
盤
）
。
自
然
遺
物

（栗
の
毬
・
ヒ
ョ

ウ
タ
ン
）
な
ど
で
あ
る
。

木
簡
は
、
二
基
の
井
戸
跡

（
ｓ
Ｅ
一
一
二
一〇
）
か
ら
他
の
木
器
や
自
然
遺
物

と
伴
出
し
て
い
る
。

井
戸
Ｓ
Ｅ
三
〇
は
、　
一
辺
約
二
。
六
ｍ
の
隅
丸
方
形
の
掘
方
を
持
ち
、
底
部

付
近
に
は
井
戸
枠

（内
法
一
辺
約
五
六
伽
）
が
遺
存
し
て
い
る
。
伴
出
遺
物
は
、

数
十
片
の
木
片
と
八
世
紀
中
葉
頃
の
特
徴
を
持
つ
土
師
器
杯
形
土
器
で
あ
る
。

井
戸
Ｓ
Ｅ

一
一
は
、　
一
辺
約
三

・
二
ｍ
の
隅
丸
方
形
の
掘
方
を
持
ち
、
底
部

に
は
角
材
を
井
桁
に
据
え
た
だ
け
の
簡
単
な
丼
戸
枠
が
遺
存
し
て
い
る
。
伴
出

遺
物
は
、
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
と
九
世
紀
代
の
特
徴
を
持
つ
土
師
器
杯
形
土
器
で
あ
る
。

３
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
　
×
□
□
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３

と
マ
∞
冨

②
　

「
□
□
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐヽ
ダ
、平
桜

８
り

ω
は
Ｓ
Ｅ
三
〇
埋
土
上
部
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
。
縦
に
三
分
し
て
お

り
、
上
端
は
折
損
し
て
い
る
が
他
の
部
分
は
完
存
し
て
い
る
。
木
簡
は
全
面
丁

寧
な
仕
上
げ
が
成
さ
れ
て
始
り
、
下
端
部
に
は
、
面
を
取
る
よ
う
な
削
り
が
認

め
ら
れ
る
。
墨
痕
は
鮮
明
で
あ
る
が
文
字
部
が
部
分
的
に
遺
存
す
る
の
み
で
あ

る
た
め
、
文
字
の
判
読
は
困
難
で
あ
る
。

②
は
Ｓ
Ｅ

一
一
底
面
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
。
角
材
の
切
端
状
の
も
の



に
墨
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
は
、
墨
痕
も
鮮
明
で
完
全
な
状
態
で
あ
る
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
判
読
で
き
て
い
な
い
。

９
　
関
係
文
献

栃
本
市
教
育
委
員
会

「
長
原
東
遺
跡
」
（栃
木
県
教
育
委
員
会

『栃
木
県
埋
蔵
文

化
財
保
護
行
政
年
報
』
一
九
八
二
年
）

（木
村
　
等

鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
の
調
査
報
告
書
公
刊
さ
れ
る

多
数
の
漆
紙
文
書
が
み
つ
か
っ
て
、
古
代
史
研
究
者
の
注
目
を
あ
つ
め

た
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
が
、
財
団
法
人
茨
城
県
教
育
財
団

か
ら
四
分
冊
の
大
部
の
書
物
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。
漆
紙
文
書
に
つ
い
て

は
本
文
編
と
図
版
編
の
二
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

『
鹿
子
Ｃ
遺
跡
』
（茨
木
県
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第
２０
集
）

遺
構

。
遺
物
編

（上

・
下
）
・
漆
紙
文
書
本
文
編

・
漆
紙
文
書
図
版
編

発
行
所
　
水
戸
市
南
町
三
丁
目
四
番
五
七
号
　
茨
城
県
教
育
財
団

宮
城
。
多
賀
城
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
官
城
県
多
賀
城
市
市
川

・
浮
島

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
二

（昭
５７
）
六
月
ｔ
十
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
官
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

４
　
調
査
担
当
者
　
後
藤
秀

一
ほ
か

５
　
迫退
跡
の
種
類
　
国
府
跡

６
　
迫退
跡
の
時
代
　
奈
良
ｉ
平
安
時
代

７
　
迫退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

多
賀
城
跡
は
古
代
陸
奥
国
府
跡
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
は
鎮
守
府
も
併
置
さ

れ
て
い
た
。
遺
跡
の
大
部
分
は
仙
台
平
野
の
東
北
端
に
位
置
す
る
標
高
二
〇
を

五
〇
ｍ
ほ
ど
の
小
丘
陵
上
の
西
端
に
立
地
し
て
い
る
が
、
外
郭
南
辺

・
西
辺
の

一
部
は
標
高
約
四
ｍ
の
沖
積
地
に
も
及
ん
で
お
り
、
特
徴
的
な
占
地
状
況
を
呈

し
て
い
る
。
外
郭
は

一
辺
八
〇
〇
を

一
〇
Ｏ
Ｏ
ｍ
ほ
ど
の
不
整
方
形
を
な
し
、

そ
の
ほ
ば
中
央
に
周
囲
を
築
地
で
区
画
し
た
東
西

一
〇
六
ｍ
南
北

一
一
六
ｍ
の

政
庁
跡
が
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
政
庁
跡
に
は
Ｉ
ｉ
Ⅳ
期
の
変
遷
が
把
握
さ
れ
、

出
土
遺
物
等
の
検
討
よ
り
、
各
期
の
年
代
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
１
期
は
は
多
賀
城
の
創
建
期
で
八
世
紀
前
半
ぞ
八
世
紀
中
頃
、
第
Ⅱ
期
は
八

世
紀
中
頃
ぞ
七
八
〇
年
の
伊
治
公
皆
麻
呂
の
乱
に
よ
る
焼
失
ま
で
、
第
Ⅲ
期
は

そ
の
復
興
を
八
六
九
年
の
貞
観
の
大
地
震
に
よ
る
被
災
ま
で
、
第
Ⅳ
期
は
そ
の




